
                       

令和８年３月 浜田市議会定例会議（追加提案分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 今回の補正予算は、物価高対策として追加で取り組む市独自事業について調整を

行うとともに、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金をはじめとした国庫補助

金の交付決定年度の変更に伴い、事業費の年度間調整を行うものです。 

 
 
 
 
■ 補正額は次のとおりです。 

（単位：千円） 

会  計  名 補正前の額 補 正 額 計 

一 般 会 計（第１号） 42,740,000 432,933 43,172,933

 
 
 
 
■ 主な補正事項は次のとおりです。 
（１）物価高対策として追加で取り組む市独自事業に係る事業費の調整 

   ○障がい福祉サービス施設物価高騰対策事業         10,500 千円 

   ○介護施設・老人福祉施設等物価高騰対策事業        18,344 千円 

   ○児童養護施設物価高騰対策事業                252 千円 

   ○幼児教育施設物価高騰対策事業                2,800 千円 

   ○医療機関等物価高騰対策事業                15,783 千円 

      〇水道事業会計繰出金（水道基本料金減免分）      113,085 千円 

   〇水道未普及地域等物価高騰対策事業           3,129 千円 

   〇学校給食費激変緩和対策事業（財源振替）       13,784 千円 

（２）国庫補助金の交付決定年度の変更に伴う事業費の年度間調整 

（令和 7年度→令和 8年度） 

〇物価高対応子育て応援手当支給事業（国補正分）     4,440 千円 

    〇プレミアム付「はまだ応援チケット」発行事業       264,600 千円 

令和８年度 一般会計補正予算（第１号）説明資料 

１．編 成 概 要 

２．予 算 規 模 

３． 補 正 事 項 
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１．歳入歳出予算総括表

( 歳   入 ) 〔単位：千円〕

補正前の額 補  正  額 計

15 国 庫 支 出 金 6,226,825 446,717 6,673,542
442,277

4,440

19 繰 入 金 3,973,125 △ 13,784 3,959,341 △ 13,784

42,740,000 432,933 43,172,933

( 歳   出 ) 〔単位：千円〕

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

3 民 生 費 12,605,984 36,336 12,642,320 36,336

4 衛 生 費 3,070,467 131,997 3,202,464 131,997

7 商 工 費 2,251,770 264,600 2,516,370 264,600

10 教 育 費 5,174,577 0 5,174,577 13,784 △ 13,784

42,740,000 432,933 43,172,933 446,717 △ 13,784

款 説                   明

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
物価高対応子育て応援手当支給事業費

ふるさと応援基金繰入金

歳入合計

款 補正前の額 補　正　額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源
一般財源

歳出合計

４．一般会計補正予算（第１号）
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２．事業別の補正事項

1 障がい福祉サービス施設物価高騰対策事業 10,500 10,500 0 0 0

【事業費】
補正前 補正額 補正後

0 10,500 10,500
2 介護施設・老人福祉施設等物価高騰対策事業 18,344 18,344 0 0 0

【事業費】
補正前 補正額 補正後

0 18,344 18,344
3 児童養護施設物価高騰対策事業 252 252 0 0 0

【事業費】
補正前 補正額 補正後

0 252 252
4 物価高対応子育て応援手当支給事業（国補正分） 4,440 4,440 0 0 0

【事業費】
補正前 補正額 補正後

0 4,440 4,440
5 幼児教育施設物価高騰対策事業 2,800 2,800 0 0 0

【事業費】
補正前 補正額 補正後

0 2,800 2,800

36,336 36,336 0 0 0

6 医療機関等物価高騰対策事業 15,783 15,783 0 0 0

【事業費】
補正前 補正額 補正後

0 15,783 15,783

物価高の影響を受けている市内障がい福祉サービス施設
に対し、応援金を支給する
○支給額：56千円～336千円
○対象施設数：１２７施設
（詳細はＰ5の新規事業等実施に伴う説明シート参照）

物価高の影響を受けている市内医療機関等に対し、応援
金を支給する
○支給額：56千円～112千円（加算あり）
○対象施設数：９５施設
（詳細はＰ8の新規事業等実施に伴う説明シート参照）

物価高の影響を受けている市内幼児教育施設に対し、応
援金を支給する
○支給額：56千円～224千円
○対象施設数：２７施設
（詳細はＰ7の新規事業等実施に伴う説明シート参照）

民生費 合計

物価高の影響を受けている市内介護施設・老人福祉施設
等に対し、応援金を支給する
○支給額：56千円～672千円
○対象施設数：１４５施設
（詳細はＰ6の新規事業等実施に伴う説明シート参照）

物価高の影響を受けている市内児童養護施設に対し、安
定的な施設運営を図るため応援金を支給する
○支給額：252千円
○対象施設数：１施設

国庫補助金の交付決定年度の変更に伴う一部事業費の年
度間調整（令和７年度→令和８年度）

番号
新規
区分 事業名及び事業概要 事業費 国県支出金

3 （民   生   費）

地方債 その他 一般財源

36,336

地方債 その他 一般財源

4 （衛　生　費） 131,997

番号
新規
区分 事業名及び事業概要 事業費 国県支出金
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7 水道事業会計繰出金 113,085 113,085 0 0 0

【事業費】
補正前 補正額 補正後

350,236 113,085 463,321

8 新規 水道未普及地域等物価高騰対策事業 3,129 3,129 0 0 0

【事業費】
補正前 補正額 補正後

0 3,129 3,129

131,997 131,997 0 0 0

9 プレミアム付「はまだ応援チケット」発行事業 264,600 264,600 0 0 0

 

【事業費】
補正前 補正額 補正後

0 264,600 264,600

264,600 264,600 0 0 0

10 学校給食費激変緩和対策事業 0 13,784 0 △ 13,784 0

【事業費】
補正前 補正額 補正後

13,784 0 13,784

0 13,784 0 △ 13,784 0

財源振替（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の
活用による調整）

※当初（668）13,784千円

国庫補助金の交付決定年度の変更に伴う一部事業費の年
度間調整（令和７年度→令和８年度）

物価高の影響を受けている水道未普及世帯及び水道未給
水世帯に対し、支援金を支給する
○支給額：対象世帯あたり4千円
（詳細はＰ10の新規事業等実施に伴う説明シート参照）

水道事業会計の補正予算に伴う調整
○水道基本料金減免分
（詳細はＰ9の新規事業等実施に伴う説明シート参照）

※当初（298）350,236千円

衛生費 合計

番号
新規
区分 事業名及び事業概要 事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

7 （商　工　費） 264,600

番号
新規
区分 事業名及び事業概要 事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

商工費 合計

地方債 その他 一般財源

10 （教   育   費） 0

番号
新規
区分 事業名及び事業概要 事業費 国県支出金

教育費 合計
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新規事業等実施に伴う説明シート

整理番号

担当部・課

①目的

②背景

③効果

④内容

⑤その他

（2）他の地方公共団体の類似する政策との比較検討 （3）提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

（4）総合振興計画との整合性 （5）財源措置・将来にわたるコスト計算　　　　　　　　　　　　　単位：千円

福祉 全体計画 8年度 9年度 10年度以降

10,500 10,500 0 0

10,500 10,500 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

事業費

施策大綱

Ⅱ．健康でいきいきと暮らせるまち

　市民参加の実施　（有　・　無）　

Ⅱ-5．障がい者福祉の充実 財
源
内
訳

国県支出金

地方債（　　　 　　　　）

まち・ひと・
しごと創生総合

戦略の該当

その他（　　　 　　　　）

総合振興
計画上の
位置づけ

（1）事業の概要・全体計画等

　物価高の影響が長期化し、市内の障がい福祉サービス施設の運営に係る負担が増加する中、負担軽減の一
助として、市内の障がい福祉サービス施設に対して応援金を支給する。

　物価高の長期化を受け、市内の障がい福祉サービス施設の運営に係る経費は増加している。
　障がい福祉サービスを提供する施設は、公定価格により運営されているため、利用者等に光熱費や食材料
費などの経費負担を転嫁できない状況にあり、施設の安定的な運営に支障が生じることが懸念される。

　市内の障がい福祉サービス施設に対して、物価高に対する応援金を支給することで、安全・安心で質の高
い福祉サービスの提供を継続することができる。

　市内の障がい福祉サービス施設に対して、物価高に対する応援金を支給する。
　1　対象施設数　127施設
　2　支給額　　　島根県が支給する応援金と同額
　　⑴　入所系（定員30人以上50人未満）　336千円
　　⑵　グループホーム　　　　　　　　　112千円
　　⑶　通所系　　　　　　　　　　　　　 56千円
　　⑷　訪問系　　　　　　　　　　　　　 56千円
　　⑸　その他　　　　　　　　　　　　　 56千円

一般財源
4．地域の特性を活かした安心して暮らせるはまだづくり

事務事業名
障がい福祉サービス施設

物価高騰対策事業
1

健康福祉部　地域福祉課

事業期間
単年度　・　複数年度

事業区分
新規　　　・　　　拡充

令和 8 年度 ～ 令和 8 年度　　・　終期未定 裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・中山間地対策

【積算内訳】
　⑴　入所系（定員30人以上50人未満）　336千円　336千円×  2施設＝　672千円
　⑵　グループホーム　　　　　　　　　112千円　112千円×   28棟＝3,136千円（6施設）
　⑶　通所系　　　　　　　　　　　　　 56千円　 56千円× 49施設＝2,744千円
　⑷　訪問系　　　　　　　　　　　　　 56千円　 56千円× 14施設＝　784千円
　⑸　その他　　　　　　　　　　　　　 56千円　 56千円× 56施設＝3,136千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（応援金合計）　  　　　  10,472千円
　⑹　事務費（郵便料　2回分：110円×2回×127施設＝27,940円）　　　　28千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業費合計）　　　　　　10,500千円

【参考】島根県応援金支給額
　⑴　入所系（定員30人以上50人未満）　336千円
　⑵　グループホーム　　　　　　　　　112千円
　⑶　通所系　　　　　　　　　　　　　 56千円
　⑷　訪問系　　　　　　　　　　　　　 56千円
　⑸　その他　　　　　　　　　　　　　 56千円

　

まちづくり
の大綱
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新規事業等実施に伴う説明シート

整理番号

担当部・課

①目的

②背景

③効果

④内容

⑤その他

（2）他の地方公共団体の類似する政策との比較検討 （3）提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

（4）総合振興計画との整合性 （5）財源措置・将来にわたるコスト計算　　　　　　　　　　　　　単位：千円

福祉 全体計画 8年度 9年度 10年度以降

18,344 18,344 0 0

18,344 18,344 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

　市内の介護施設・老人福祉施設等に対して、物価高に対する応援金を支給する。
　1　対象施設数　145施設
　2　支給額　　　島根県が支給する応援金と同額
　　⑴　入所系（定員30人未満）         　224千円
　　⑵　　〃　（定員30人以上50人未満） 　336千円
　　⑶　　〃　（定員50人以上100人未満）　504千円
　　⑷　　〃　（定員100人以上）　　　　　672千円
　　⑸　　〃　（1ユニット）　　　　　　　112千円
　　⑹　　〃　（2ユニット）　　　　　　　224千円
　　⑺　通所系　　　　　　　　　　　 　　 56千円
　　⑻　訪問系　　　　　　　　　　　 　　 56千円

一般財源
4．地域の特性を活かした安心して暮らせるはまだづくり

事務事業名
介護施設・老人福祉施設等

物価高騰対策事業
2

健康福祉部　健康医療対策課

事業期間
単年度　・　複数年度

事業区分
新規　　　・　　　拡充

令和 8 年度 ～ 令和 8 年度　　・　終期未定 裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・中山間地対策

（1）事業の概要・全体計画等

　物価高の影響が長期化し、市内の介護施設・老人福祉施設等の運営に係る負担が増加する中、負担軽減の
一助として、市内の介護施設・老人福祉施設等に対して応援金を支給する。

　物価高の長期化を受け、市内の介護施設・老人福祉施設等の運営に係る経費は増加している。
　介護報酬等は公定価格であるため、利用者等に経費負担を転嫁できない状況にあり、施設の安定的な運営
に支障が生じることが懸念される。

　市内の介護施設・老人福祉施設等に対して、物価高に対する応援金を支給することで、安全・安心で質の
高い介護等サービスの提供を継続することができる。

【積算内訳】
　⑴　入所系（定員30人未満）         　224千円　224千円×　1施設＝　224千円
　⑵　　〃　（定員30人以上50人未満） 　336千円　336千円×  4施設＝1,344千円
　⑶　　〃　（定員50人以上100人未満）　504千円　504千円× 16施設＝8,064千円
　⑷　　〃　（定員100人以上）　　　　　672千円　672千円×　1施設＝　672千円
　⑸　　〃　（1ユニット）　　　　　　　112千円　112千円×　2施設＝　224千円
　⑹　　〃　（2ユニット）　　　　　　　224千円　224千円×  6施設＝1,344千円
　⑺　通所系　　　　　　　　　　　 　　 56千円　 56千円× 54施設＝3,024千円
　⑻　訪問系　　　　　　　　　　　 　　 56千円　 56千円× 61施設＝3,416千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（応援金合計）　   145施設 18,312千円
　⑼　事務費（郵便料2回分：110円×2回×145施設＝31,900円）　 　　  　32千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業費合計）　　　　　　 18,344千円

【参考】島根県応援金支給額
　⑴　入所系（定員30人未満）         　224千円
　⑵　　〃　（定員30人以上50人未満） 　336千円
　⑶　　〃　（定員50人以上100人未満）　504千円
　⑷　　〃　（定員100人以上）　　　　　672千円
　⑸　　〃　（1ユニットにつき）　　　　112千円
　⑹　通所系　　　　　　　　　　　 　　 56千円
　⑺　訪問系　　　　　　　　　　　 　　 56千円

　

まちづくり
の大綱 事業費

施策大綱

Ⅱ．健康でいきいきと暮らせるまち

　市民参加の実施　（有　・　無）　

Ⅱ-4．高齢者福祉の充実 財
源
内
訳

国県支出金

地方債（　　　 　　　　）

まち・ひと・
しごと創生総合

戦略の該当

その他（　　　 　　　　）

総合振興
計画上の
位置づけ
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新規事業等実施に伴う説明シート

整理番号

担当部・課

①目的

②背景

③効果

④内容

⑤その他

（2）他の地方公共団体の類似する政策との比較検討 （3）提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

（4）総合振興計画との整合性 （5）財源措置・将来にわたるコスト計算　　　　　　　　　　　　　単位：千円

福祉 全体計画 8年度 9年度 10年度以降

2,800 2,800 0 0

2,800 2,800 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

　市内の幼児教育施設に対して、物価高に対する応援金を支給する。
　1　対象施設数　27施設（私立幼稚園、認可外保育施設含む）
　2　支給額　　　定員に応じて、島根県が支給する応援金の10/10、2倍、4倍の額
　　⑴　定員60人未満　　　　　　　　56千円
　　⑵　定員60人以上100人未満　　　112千円
　　⑶　定員100人以上　　　　　　　224千円

一般財源
2．子どもを安心して産み育てる環境づくり

事務事業名 幼児教育施設物価高騰対策事業
5

健康福祉部　子ども・子育て支援課

事業期間
単年度　・　複数年度

事業区分
新規　　　・　　　拡充

令和 8 年度 ～ 令和 8 年度　　・　終期未定 裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・中山間地対策

（1）事業の概要・全体計画等

　物価高の影響が長期化し、市内の幼児教育施設の運営に係る負担が増加する中、負担軽減の一助として、
市内の幼児教育施設に対して応援金を支給する。

　物価高の長期化を受け、市内の保育施設の運営に係る経費は増加している。
　保育施設の運営費は、国が定める公定価格により決まっており、光熱費や食材料費などの経費負担を保護
者に転嫁することは子育て世帯の経済的負担の軽減の観点から難しく、施設の安定的な運営に支障が生じる
ことが懸念される。

　市内の幼児教育施設に対して、物価高に対する応援金を支給することで、安全・安心で質の高い保育・教
育の提供を継続することができる。

【積算内訳】
　　⑴　定員60人未満　　　　　　　　56千円　 56千円 × 10施設＝　560千円
　　⑵　定員60人以上100人未満　　　112千円　112千円 × 14施設＝1,568千円
　　⑶　定員100人以上　　　　　　　224千円　224千円 ×  3施設＝　672千円
                                   （応援金合計）　    27施設　2,800千円

【参考】島根県応援金支給額
　　　　　一律　56千円

　

まちづくり
の大綱 事業費

施策大綱

Ⅱ．健康でいきいきと暮らせるまち

　市民参加の実施　（有　・　無）　

Ⅱ-3．子どもを安心して産み育てる環境づくり 財
源
内
訳

国県支出金

地方債（　　　 　　　　）

まち・ひと・
しごと創生総合

戦略の該当

その他（　　　 　　　　）

総合振興
計画上の
位置づけ
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新規事業等実施に伴う説明シート

整理番号

担当部・課

①目的

②背景

③効果

④内容

⑤その他

（2）他の地方公共団体の類似する政策との比較検討 （3）提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

（4）総合振興計画との整合性 （5）財源措置・将来にわたるコスト計算　　　　　　　　　　　　　単位：千円

福祉 全体計画 8年度 9年度 10年度以降

15,783 15,783 0 0

15,783 15,783 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

事業費

施策大綱

Ⅱ．健康でいきいきと暮らせるまち

　市民参加の実施　（有　・　無）　

Ⅱ-1．医療体制の充実 財
源
内
訳

国県支出金

地方債（　　　 　　　　）

まち・ひと・
しごと創生総合

戦略の該当

その他（　　　 　　　　）

総合振興
計画上の
位置づけ

（1）事業の概要・全体計画等

　物価高の影響が長期化し、市内の医療機関等の運営に係る負担が増加する中、負担軽減の一助として、市
内の医療機関等に対して応援金を支給する。

　物価高の長期化を受け、市内の医療機関等の運営に係る経費は増加している。
　医療サービスを提供する施設は、公定価格により運営されているため、利用者等に光熱費や食材料費など
の経費負担を転嫁できない状況にあり、施設の安定的な運営に支障が生じることが懸念される。

　市内の医療機関等に対して、物価高に対する応援金を支給することで、安全・安心で質の高い医療サービ
スの提供を継続することができる。

　市内の医療機関等に対して、物価高に対する応援金を支給する。
　1　対象施設数　95施設
　2　支給額　　　島根県が支給する応援金と同額
　　　　　　　　（加算額は令和7年度支給額に今回の島根県単価上昇率を乗じた額）
　　⑴　病院、診療所（有床）　　　　 112,000円
　　　　・病床加算　　　　　　　　　　 6,500円
　　　　・救急機能告示加算　　　　　 　1,500円
　　　　・救命救急センター加算　　　 　2,500円
　　⑵　診療所（無床）、歯科診療所　 112,000円
　　⑶　調剤薬局、助産所　　　　　　　56,000円

一般財源
4．地域の特性を活かした安心して暮らせるはまだづくり

事務事業名 医療機関等物価高騰対策事業
6

健康福祉部　健康医療対策課

事業期間
単年度　・　複数年度

事業区分
新規　　　・　　　拡充

令和 8 年度 ～ 令和 8 年度　　・　終期未定 裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・中山間地対策

【積算内訳】
　⑴　病院、診療所（有床）　　　　　112,000円  112,000円×　5施設＝　 560,000円
　　　・病床加算　　　　　　　　　　　6,500円　  6,500円×　876床＝ 5,694,000円
　　　・救急機能告示加算　　　　　　　1,500円　  1,500円×　347床＝ 　520,500円
　　　・救命救急センター加算　　　　　2,500円　  2,500円×　347床＝ 　867,500円
　⑵　診療所（無床）、歯科診療所　　112,000円　112,000円× 55施設＝ 6,160,000円
　⑶　調剤薬局、助産所　　　　　　　 56,000円　 56,000円× 35施設＝ 1,960,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（応援金合計）　 95施設  　15,762千円
　⑷　事務費（郵便料　2回分：110円×2回×95施設＝20,900円）　　　 　　　 21千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業費合計） 　　　　    15,783千円
【参考】島根県応援金支給額
　⑴　病院、診療所（有床）　　　　 112,000円
　　　・病床加算　　　　　　　　　　23,000円
　　　・救急機能告示加算             7,000円
　　　・救命救急センター加算        12,000円
　⑵　診療所（無床）、歯科診療所　 112,000円
　⑶　調剤薬局、助産所　　　　　　　56,000円

　

まちづくり
の大綱
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新規事業等実施に伴う説明シート

整理番号

担当部・課

①目的

②背景

③効果

④内容

⑤その他

（2）他の地方公共団体の類似する政策との比較検討 （3）提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

（4）総合振興計画との整合性 （5）財源措置・将来にわたるコスト計算　　　　　　　　　　　　　単位：千円

基盤 全体計画 8年度 9年度 10年度以降

113,085 113,085 0 0

113,085 113,085 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ⅴ-5．快適な生活基盤の整備 財
源
内
訳

国県支出金

地方債（　　　 　　　　）

まち・ひと・
しごと創生総合

戦略の該当
4．地域の特性を活かした安心して暮らせるはまだづくり

その他（　　　　　　　 ）

一般財源

　水道事業会計において基本料金の減免を行い、これに伴う減収分等を一般会計から繰り出す。

　市民参加の実施　（有　・　無）　
　

総合振興
計画上の
位置づけ

まちづくり
の大綱

Ⅴ．生活基盤が整った快適に暮らせるまち
事業費

施策大綱

（1）事業の概要・全体計画等

　物価高の影響による市民の経済的負担を軽減するため、水道の基本料金を4か月分減免する。

　物価高の長期化を受け、市民の経済的負担は増加している。
　令和7年12月16日に成立した国の令和7年度補正予算において、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
が拡充され、国が示す推奨事業メニューのうち「消費者下支え等を通じた生活者支援」として、水道料金の
減免にも対応する旨が盛り込まれた。

　水道の料金減免を講じることにより、市民の経済的負担の軽減を図ることができる。

1　事業概要
　　【減免内容】
　　　水道の基本料金
   　　 ※使用水量に応じた従量料金、基本料金の発生しない臨時用及び船舶用は除く

　　【減免対象月】
　　　4か月分（令和8年6月～9月検針分）
　　　　・偶数月検針：6月・8月　→　料金反映月（請求月）7月・9月
　　　　・奇数月検針：7月・9月　→　料金反映月（請求月）8月・10月

　　【対象者】
　　　減免対象月の検針時点において水道を契約している使用者
　　　　※官公署は除く

2　事業費内訳
　　【基本料金の減免に伴う減収補填】
　　　112,000千円

　　【料金システム設定変更業務委託料】
　　　495千円

　　【周知関連経費（減免チラシ配布委託料等）】
　　　590千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　113,085千円

事務事業名
水道事業会計繰出金

（水道基本料金減免分）
7

上下水道部　水道管理課

事業期間
単年度　・　複数年度

事業区分
新規　　　・　　　拡充

令和 8 年度 ～ 令和 8 年度　　・　終期未定 裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・中山間地対策
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新規事業等実施に伴う説明シート

整理番号

担当部・課

①目的

②背景

③効果

④内容

⑤その他

（2）他の地方公共団体の類似する政策との比較検討 （3）提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

（4）総合振興計画との整合性 （5）財源措置・将来にわたるコスト計算　　　　　　　　　　　　　単位：千円

基盤 全体計画 8年度 9年度 10年度以降

3,129 3,129 0 0

3,129 3,129 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ⅴ-5．快適な生活基盤の整備 財
源
内
訳

国県支出金

地方債（　　　 　　　　）

まち・ひと・
しごと創生総合

戦略の該当
4．地域の特性を活かした安心して暮らせるはまだづくり

その他（　　　　　　　 ）

一般財源

○対象世帯：700世帯
　・水道未普及世帯（給水区域外世帯）　　　　　　：478世帯
　・水道未給水世帯（給水区域内の水道未使用世帯）：222世帯

○事 業 費：3,129千円
　・消耗品費（返信用封筒等）　  　　　　　　 ：  　15千円
　・印刷製本費（チラシ・交付申請書等印刷）　 ：  　83千円
　・郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：   231千円
　・支援金（4千円×700世帯）　　　　　　　　 ： 2,800千円

　市民参加の実施　（有　・　無）　
　

総合振興
計画上の
位置づけ

まちづくり
の大綱

Ⅴ．生活基盤が整った快適に暮らせるまち
事業費

施策大綱

（1）事業の概要・全体計画等

　物価高の影響による市民の経済的負担を軽減するため、水道未普及世帯及び水道未給水世帯を対象とした
支援金を支給する。

　物価高の長期化を受け、市民の経済的負担は増加している。
　令和7年12月16日に成立した国の令和7年度補正予算において、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
が拡充され、国が示す推奨事業メニューのうち「消費者下支え等を通じた生活者支援」として、水道料金の
減免にも対応する旨が盛り込まれた。
　当市においては水道基本料金の減免を予定しているが、水道未普及世帯及び水道未給水世帯は対象になら
ず、減免の恩恵を受けることができない。

　物価高の影響を受けている水道未普及世帯及び水道未給水世帯に対して支援金を支給することにより、経
済的負担の軽減を図ることができる。

【対象者】
　・水道未普及世帯（給水区域外世帯）の世帯主
　・水道未給水世帯（給水区域内の水道未使用世帯）の世帯主

【支給額】
　・対象世帯あたり4千円
　　※一般的な家庭の基本料金4か月分相当

事務事業名 水道未普及地域等物価高騰対策事業
8

市民生活部　環境課

事業期間
単年度　・　複数年度

事業区分
新規　　　・　　　拡充

令和 8 年度 ～ 令和 8 年度　　・　終期未定 裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・中山間地対策
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【参考】

　　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る予算措置の状況

単位：千円

番号 事業名 事業費 交付金 備考

1
障がい福祉サービス施設物価高騰対
策事業

10,500 10,500 推奨事業メニュー分

2
介護施設・老人福祉施設等物価高騰対
策事業

18,344 18,344 推奨事業メニュー分

3 児童養護施設物価高騰対策事業 252 252 推奨事業メニュー分

5 幼児教育施設物価高騰対策事業 2,800 2,800 推奨事業メニュー分

6 医療機関等物価高騰対策事業 15,783 15,783 推奨事業メニュー分

7 水道事業会計繰出金 113,085 113,085 推奨事業メニュー分

8 水道未普及地域等物価高騰対策事業 3,129 3,129 推奨事業メニュー分

9
プレミアム付「はまだ応援チケット」発行
事業

264,600 264,600 推奨事業メニュー分

10 学校給食費激変緩和対策事業 13,784 13,784 推奨事業メニュー分

合　計 442,277 442,277
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